
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１１７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１８日（火） １２時５５分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因
いんの

島
しま

東方沖（三原瀬戸） 

尾道市所在の大浜埼灯台から真方位１２４°３.０８海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°１９.７′ 東経１３３°１３.５′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客フェリー にゅうおりんぴあ、６９０トン 

   １２９６０７、両備ホールディングス株式会社 

Ｂ 引船 イワキⅡ、１９トン 

   ２６０－２９０３０愛媛、イワキテック株式会社 

Ｃ 台船 Ｔ－３１、全長５０.００ｍ 

   なし、有限会社寺岡商事 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｃ 乗組員Ｃ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ ランプゲートに擦過傷、ランプゲートに設置された防舷材が折損

Ｂ なし 

Ｃ 左舷中央部外板に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直に当

たり、因島東方沖を約１１.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で自動操舵によって南東進した。 

 船長Ａは、天候も良好で前方に障害物もなかったので、少しの間で

あれば、大丈夫と思い、船橋左舷ウイングで操舵室外壁の水洗いをし

ていたところ、平成２５年６月１８日１２時５５分ごろ、大浜埼灯台

から真方位１２４°３.０８Ｍ付近において、Ａ船の左舷船首部とＣ

船の左舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ｃ船を左舷に横抱きにし、Ｃ船

に積載した高さ約１５ｍ、重量約６４ｔのブロック２つにより、船首

方から左舷船首方に掛けて約７０°の範囲に生じた死角（視界が制限

される状態）を解消するため、Ｃ船の右舷船首に乗組員Ｃを配置して

船長Ｂが単独で船橋当直に当たり、因島東方沖を約５.８kn の速力で



 

手動操舵によって北進した。 

 乗組員Ｃは、船長Ｂから他船を認めれば、報告するように指示を受

け、１２時４５分ごろ左舷方にＡ船を認め、Ｃ船の船尾方を通過して

行くように見えたので、そのことを船長Ｂに報告したものの、その

後、Ａ船が間近に接近して来ることを認めたが、報告する間もなく、

Ａ船とＣ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  乗組員Ｃは、本事故発生場所付近の航行経験が３回あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、因島東方沖を南東進中、船橋当直中の船長Ａが船橋左舷ウ

イングで操舵室外壁の水洗いを行っていたことから、Ｃ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、Ｃ船を横抱きにした状態で因島東方沖を北進中、Ｃ船で見

張りに当たっていた乗組員ＣがＣ船の船尾方をＡ船が通過して行く旨

の報告を船長Ｂへ行ったことから、針路及び速力を保持して航行を続

け、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、因島東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船がＣ船を横

抱きにした状態で北進中、船長Ａが船橋左舷ウイングで操舵室外壁の

水洗いを行い、また、乗組員ＣがＣ船の船尾方をＡ船が通過して行く

旨の報告を船長Ｂへ行ったため、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・見張り員は接近する他船を認めた場合には、速やかに船長に報告

すること。 

 


